
 市民税・県民税では、所得として申告しません。

 所得税と同一の課税方式を選択します。

 一部金額について、下表のとおり申告します。

 市民税・県民税では、所得として申告しません（※２）。

 所得税と同一の課税方式を選択します。

 一部金額について、下表のとおり申告します。

円 円 円

※４　特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
※５　損失の繰り越しを行う場合、損失の発生した後の年度分についても連続してこの申告書を提出する必要
　　　 があります。また、上場株式等の配当等・譲渡等において所得税と異なる課税方式を選択している場合
        は、所得税の確定申告において損失の繰り越しを行っている場合でも、この申告書を提出する必要があり
        ます。

本年度の２年度前分
（平・令　　　年度）

本年度の１年度前分
（平・令　　　年度）

円

円

本年度分で差し引くことのできな
かった譲渡損失の金額（※５）

本年度分の譲渡所得等から
差し引く金額

本年度分の配当所得等から
差し引く金額

譲渡損失の生じた年度

本年度の３年度前分
（平・令　　　年度）

円 円円

円

円 円
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　課税方式の選択については該当する□にチェックをつけてください。記入がない場合は、所得税と同一の
課税方式を選択することとなりますので、記入漏れがないようご注意ください。

総合　・　分離

配当所得等の金額 配当割額控除額（※１）

円 円

※１　配当等の支払いを受けた段階で源泉徴収された住民税（地方税）額をご記入ください。ご記入がない場
　　　 合、配当割額控除を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 １　上場株式等の配当等　に係る市民税・県民税の課税方式について下記のとおり選択します。

 ２　上場株式等の譲渡等　に係る市民税・県民税の課税方式について下記のとおり選択します。

譲渡所得等の金額 株式等譲渡所得割額控除額（※３）

円 円

損

※２　源泉徴収なしの特定口座や一般口座での取引の場合、源泉徴収は行われないため、申告不要を選択す
　　　  ることはできません。
※３　源泉徴収ありの特定口座内で源泉徴収された住民税（地方税）額をご記入ください。
　　　 ご記入がない場合、株式等譲渡所得割額控除額を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 ３　上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(※４)　について下記のとおり申告します。

申告分離課税

注意事項：　当該年度の市・県民税納税通知書が送達されるまでに提出が必要です。送達後の提出は無効なも
　　　　　　　　のとして扱われます。
　　　　　　　　ご提出にあたっては、特定口座年間取引報告書等（コピー可）を添付してください。

本年度分


